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特定粉じん排出等作業の計画変更命令

　特定粉じん排出等作業の実施の届出があった場合、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業
基準に適合しないと認めるときは、特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命令することがで
きる。

大気汚染防止法第18条の16

　
大気汚染防止法第18条の15第１項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん

排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるとき
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